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2025年８月 22日 

 

吸収分割に係る事前開示書類 

 

（会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 183条に基づく開示事項） 

（会社法第 794条第１項及び会社法施行規則第 192条に基づく開示事項） 

 

                  東京都新宿区市谷本村町３番 29号 

                  株式会社エージェントＩＧホールディングス 

                  代表取締役 一戸 敏 

 

                  東京都新宿区市谷本村町３番 29号 

                  株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 

                  代表取締役 一戸 敏 

 

株式会社エージェントＩＧホールディングス（以下「承継会社」といいます。）及び株式会社

エージェント・インシュアランス・グループ（以下「分割会社」といいます。）は、2025年８

月 14日付で吸収分割契約書を締結し、効力発生日を 2025年 10月１日として、分割会社がその

営む関係会社管理事業及び財務管理事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる吸収

分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことにいたしました。 

本吸収分割に関する会社法第 782条第１項及び会社法施行規則第 183条並びに会社法第 794

条第１項及び会社法施行規則第 192条に基づく事前開示事項は、以下のとおりです。 

 

１．吸収分割契約の内容（会社法第 782条第１項、同第 794条第１項） 

 

  別紙１に記載のとおりです。 

 

２．分割対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 183条第１号、同第 192第１号） 

 

  本吸収分割は、完全親子会社間において行われるため、本吸収分割に際して、承継会社は

株式その他の金銭等の交付を行いません。 

 

３．会社法第 758条８号に関する事項（会社法施行規則第 183条第２号、同第 192条第２号） 

 

  該当事項はありません。 

 

４．吸収分割に際して吸収分割会社の新株予約権者に交付する新株予約権に関する事項につい
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ての定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183条第３号、同第 192条第３号） 

 

  該当事項はありません。 

 

５．分割会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 183条第５号、第 192条第４号） 

 

（１）分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

  別紙２に記載のとおりです。 

 

（２）吸収分割会社の最終事業年度の末日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

 

  該当事項はありません。 

 

（３）吸収分割会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

 分割会社は、単独株式移転の方法により、2025 年７月１日を効力発生日として、完全親会社

である承継会社を設立いたしました。 

 また、分割会社は本吸収分割の効力発生日と同日に資本金及び資本準備金の額の減少を行い、

資本金の額を 100,000,000円、資本準備金の額を 25,000,000円といたします。 

 

６．承継会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 183条第４号、第 192条第６号） 

 

（１）承継会社の成立の日における貸借対照表 

 

  別紙３に記載のとおりです。 

 

（２）承継会社の成立の日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

  該当事項はありません。 

 

（３）承継会社の成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

  該当事項はありません。 

 

７．本吸収分割が効力を生ずる日以後における分割会社の債務及び承継会社の債務の履行の見
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込みに関する事項（会社法施行規則第 183条第６号、第 192条第７号） 

 

 分割会社及び承継会社のそれぞれの資産及び負債について、本吸収分割の効力発生日以後に

おける両者の債務の履行に支障を及ぼす事情の発生及びその可能性は現在のところ認識されて

おりません。本吸収分割の分割会社及び承継会社の収益状況を検討した結果、両社が負担すべき

債務につき、履行の見込みがあるものと判断しております。 

 

以上 

  



 

別紙１ 

 

吸収分割契約書 

（次頁以降に添付のとおり） 

  



 

吸 収 分 割 契 約 書 

 

株式会社エージェント・インシュアランス・グループ（以下「甲」という。）及び株式会

社エージェントＩＧホールディングス（以下「乙」という。）とは，甲の事業に関する権利

義務を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」という。）に関し，以下のとおり吸収

分割契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（吸収分割） 

 甲は，本契約の定めに従い，本吸収分割により，甲の関係会社管理事業及び財務管理事

業並びにこれらに付随する事業（以下「本件事業」という。）に関して甲が有する第 4条記

載の権利義務を乙に承継させ，乙は，これを甲から承継する。 

 

第２条（商号及び住所）  

 本吸収分割に係る吸収分割会社である甲及び吸収分割承継会社である乙の商号及び住

所は，それぞれ次のとおりである。 

 （１）吸収分割会社 

     商 号：株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 

     住 所：東京都新宿区市谷本村町３番 29号 

 （２）吸収分割承継会社 

     商 号：株式会社エージェントＩＧホールディングス 

     住 所：東京都新宿区市谷本村町３番 29号 

 

第３条（効力発生日） 

 本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は，2025年 10月 1日

とする。 

 但し，本吸収分割は，効力発生日と同日に行う甲の資本金及び資本準備金の額の減少（資

本金の額を金 100,000,000 円，資本準備金の額を金 25,000,000 円にそれぞれ減少）を効

力発生の条件とし，当該資本金及び準備金の額の減少の効力発生直後に本吸収分割の効力

が発生するものとする。また，手続の進行に応じ必要があるときは，本契約当事者間で協

議の上，会社法の規定に従いこれを変更することができる。 

 

第４条（承継する権利義務） 

 本吸収分割により，乙が甲から承継する権利義務は，別紙「承継対象権利義務明細表」

のとおりとする。 

２．乙は甲から承継する債務については，重畳的債務引受けの方法によるものとする。 

 

第５条（本吸収分割に際して交付する金銭等） 

 乙は，本吸収分割に際して，甲に対して何らの対価を交付しない。 

 



 

 

第６条（資本金及び準備金の額） 

 本吸収分割に際して乙の資本金及び準備金の額は増加しない。 

 

第７条（株主総会の承認等） 

 甲は，会社法第 784条第 1項の規定に基づき、本契約について株主総会の承認を得るこ

となく本吸収分割を行う。 

２．乙は，会社法第 796条第 2項の規定に基づき，本契約について株主総会の承認を得る

ことなく本吸収分割を行う。 

 

第８条（本契約の変更及び解除） 

 本契約締結後，効力発生日までの間に，天災地変その他の事由により，甲又は乙の財産

状態若しくは経営状態に重大な変更が生じたとき又は本契約の目的の達成が困難となっ

たときは，甲及び乙の協議により，本契約を変更し，又は本契約を解除することができる。 

 

第９条（本契約の効力） 

 本契約は，効力発生日の前日が経過する時までに，甲又は乙において，法定の必要な決

議が得られなかった場合又は本吸収分割の実行のために必要となる関係官庁等の承認等

が得られなかった場合には，その効力を失うものとする。 

 

第 10条（規定外事項） 

 本契約に定めるもののほか，本吸収分割に際し必要な事項は，本契約の趣旨に従い，甲

及び乙で協議の上，これを定める。 

 

本契約の締結を証するため本書の電磁的記録を作成し，甲乙が合意の後，電子署名を施

し，各自その電磁的記録を保管する。 

 

2025年 8月 14日 

 

          甲   東京都新宿区市谷本村町３番 29号 

              株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 

              代表取締役  一戸敏         

 

          乙   東京都新宿区市谷本村町３番 29号 

              株式会社エージェントＩＧホールディングス 

              代表取締役  一戸敏   

  



 

別紙 

 

承継対象権利義務明細表 

 

 効力発生日において，乙が甲から承継する資産，負債その他の権利義務は下記のとおり

とする。 

 

１．資 産 

（１）本件対象事業に属する現預金。但し，別途甲及び乙の間で合意したものを除く。 

（２）本件対象事業に属する前払金, 前払費用その他の流動資産。但し，別途甲及び乙の

間で合意したものを除く。 

（３）以下の関係会社について甲が保有する全株式 

   ファイナンシャル・ジャパン株式会社 

Agent America, Inc. 

株式会社コスモアビリティ 

（４）本件対象事業に属する長期前払費用その他の投資その他の資産。但し，別途甲及び

乙の間で合意したものを除く。 

 

２．負 債 

本件対象事業に属する未払金,借入金その他負債。但し，別途甲及び乙の間で合意したも

のを除く。 

 

３．承継するその他の権利義務等 

 本件事業に属する契約上の地位及びこれに付随する権利義務。但し，別途甲及び乙の間

で合意したものを除く。 

 

４．承継する雇用契約 

 乙は，本吸収分割に際して，本件事業に従事する従業員の雇用契約を承継しない。 

 

  



 

別紙２ 

 

吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 

（次頁以降に添付のとおり） 
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事　 業　 報　 告

企業集団の現況
当連結会計年度の状況

事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2024年１月１日～2024年12月31日まで）におけるわが国経済は、歴史的な円
安等の影響による原材料高を起因とする財・サービスの値上げや、首相交代及び衆院選後の各種政策
の修正、米国の大統領選後の世界経済への影響など、不確実性のある状況が続いており、引き続き経
営判断が難しい経済環境となっております。一方で、円安の影響によるインバウンド需要の急激な回
復や好調な企業収益と雇用所得の改善、積極的な設備投資、またDX投資や中小企業の人手不足に対応
する省力化投資などにより、今後も全体として内需主導のもと景気は緩やかな回復に向かっておりま
す。このような経済環境のもと、当社グループは持続的な成長を実現するため、国内・海外とも、引
き続きWebによる面談、コンサルティング等を積極的に取り入れるとともに、AI（人工知能）や
IT（情報技術）を活用したデジタル接点の強化を図り、お客様の利便性向上に努めてまいりました。
　当社グループは「お客様の利益創出に最善を尽くす～Doing Our Best On Your Behalf～」を企
業理念に掲げ、保険契約の募集・締結からアフターフォローにいたるまで全て一貫したサービスを提
供しております。「保険の「あんしん」は人で完成する。」というブランドメッセージのもと、お客
様が「あんしん」して保険に加入し続けられる社会の実現を目指しており、「企業が売りたい商品・
サービス」ではなく、「お客様にとって本当に必要な商品・サービス」を提供することを軸に事業を
行っております。また、経営の存続が難しい中小保険代理店を積極的に受け入れ、「保険代理店支援
プラットフォーム」という仕組みを通じて、営業・事務両面からのサポート体制の構築、勉強会の開
催、E-Learningを活用した研修支援、FP・AFP資格を持った営業社員による同行支援等を行い、保険
業法や各保険会社の規則に則った保険契約更新や募集行為の継続をサポートしております。このよう
な取組みを通じて、効率的にマーケットの拡充を図っております。
　当連結会計年度は、ファイナンシャル・ジャパン株式会社の合流もあり、同年度末で拠点数は国内
外合わせて74拠点となりました。また、グループ全体の営業社員数は、当連結会計年度末で1,142人
となりました。

　この結果、当連結会計年度における当社グループの営業収益は、Webによる面談、コンサルティン
グ等を積極的に取り入れて、メール、LINE、Web等を活用したデジタル接点の強化を図り、お客様
の利便性向上に努めてきたことにより、8,161,281千円（前連結会計年度比130.1％増）となり、営
業利益は143,014千円（前連結会計年度比7.7％減）となりました。
　経常利益は、受取補償金2,640千円を営業外収益に計上し、支払利息12,521千円を営業外費用に計
上した結果、133,551千円（前連結会計年度比13.5％減）となりました。
　親会社株主に帰属する当期純利益は、事務所移転に伴う減損損失5,517千円を特別損失に計上した
結果、53,355千円（前連結会計年度比47.8%減）となりました。

　事業別の状況は次のとおりであります。

・国内事業
　当社ビジネスモデルの根幹でもある事業承継については、東京、愛知、大阪、愛媛のエリアを中心
として取り組みが進展しました。事業承継の取組みにより募集人が当社に合流し、募集人が保有する
保険契約の譲り受け合流に伴う保険契約の譲り受けを通じて、損害保険の売上は順調に推移しまし
た。また、生命保険については、引き続き販売力向上のための募集人育成の強化を図り、損害保険の
ご契約者様に対するクロスセルの推進、法人契約の推進に注力してまいりました。一方で、合流した
募集人を支援する「保険代理店支援プラットフォーム」について、より一層の組織体制と運営体制の
強化を図るため、人員の増強や「ほけチョイス」等のシステム強化に取り組んでまいりました。
　また、2024年４月に株式取得したファイナンシャル・ジャパン株式会社の損益が、新たに連結対
象となりました。
　この結果、同事業の当連結会計年度における営業収益は7,834,164千円（前連結会計年度比
136.3％増）となり、セグメント利益は101,675千円（前連結会計年度比9.4％減）となりました。

－ 1 －
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事 業 区 分
第23期

（2023年12月期）
第24期

（2024年12月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

国 内 事 業 3,315,446千円 93.5％ 7,834,164千円 96.0％ 4,518,718千円 136.3％

海 外 事 業 232,026 6.5 327,116 4.0 95,090 41.0

合 計 3,547,472 100.0 8,161,281 100.0 4,613,809 130.1

・海外事業
　米国においては、新規保険獲得件数が増えたことや、既存の法人顧客の売上拡大に伴う保険料の増
加、既存の法人顧客・個人顧客へのクロスセルなどにより、営業収益が大幅に増加いたしました。ま
た、体制強化のために人員補強やシステム関連の強化を行いました。
　この結果、同事業の当連結会計年度における営業収益は327,116千円（前連結会計年度比41.0％
増）となり、セグメント利益は31,876千円（前連結会計年度比24.3％減）となりました。

＜事業別の営業収益＞

区 分
第21期
2021年
12月期

第22期
2022年
12月期

第23期
2023年
12月期

第24期
2024年
12月期

（当連結会計年度）
営 業 収 益（千円） 2,905,953 3,267,913 3,547,472 8,161,281

経 常 利 益（千円） 219,303 187,780 154,402 133,551

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益（千円） 155,188 112,401 102,197 53,355

１株当たり当期純利益 （円） 78.94 56.87 44.00 22.97

総 資 産（千円） 1,502,801 1,904,660 2,148,270 5,208,348

純 資 産（千円） 763,755 1,095,635 1,209,776 1,308,575

１株当たり純資産 （円） 388.48 473.07 520.81 551.51

直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、また１株当たり純資産は、
自己株式を控除した期末発行済株式総数によりそれぞれ算出しております。

２. 当社は、2021年９月７日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第21期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」を算定しております。
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区 分
第21期
2021年
12月期

第22期
2022年
12月期

第23期
2023年
12月期

第24期
2024年
12月期

（当事業年度）
営 業 収 益（千円） 2,586,478 2,921,835 3,136,410 3,324,056

経 常 利 益（千円） 130,937 91,713 37,485 67,582

当 期 純 利 益（千円） 92,149 47,220 21,362 32,007

１株当たり当期純利益 （円） 46.87 23.89 9.20 13.78

総 資 産（千円） 1,150,318 1,459,079 1,588,960 2,565,804

純 資 産（千円） 662,611 915,912 941,256 1,000,902

１株当たり純資産 （円） 337.04 395.47 405.21 419.05

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、また１株当たり純資産は、
自己株式を控除した期末発行済株式総数によりそれぞれ算出しております。

２. 2021年９月７日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第21期の期首に当該株
式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」を算定しております。

対処すべき課題
① コンプライアンス推進及び内部統制の強化

　当社は、昨今金融庁の有識者会議などでも議論されている、保険業法の改正等に伴う体制整備の向
上や、保険代理店として求められる業務品質レベルがさらに高まる中、業界再編の動きに適切に対応
していくことが重要だと考えております。お客様本位の業務運営方針（フィデューシャリー・デュー
ティー）に則り、業務品質、募集品質の更なる向上を図るとともに、改正保険業法で求められる体制
整備の強化に取り組んでまいります。さらに、コンプライアンスの徹底を経営の基本と位置づけ、
「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の遵守」、「資産
の保全」を目的に、透明で健全性の高い企業経営を目指し、内部統制の強化を図ります。

② 継続的な人財の確保と育成
　M&A及び事業承継を通して事業が拡大していく上で、各拠点における人財の採用と育成は引続き
重要課題です。人財採用につきましては、ブランディング強化を行うとともに、リファラル採用にも
積極的に取り組み、当社のミッション、ビジョンに共感できる優秀な人財、特に将来の部支店のリー
ダーとなりうる営業人財、営業サポート人財の採用に注力いたします。
　人財育成におきましては、社内研修制度「Agent Business School」にて目指すべき人財レベル
を定め、全部署におけるスタンダードレベルの向上を図ります。また、財産管理を軸としたFPコン
サルティングは、他社との差別化を図る上で必須のスキルであるため、「AFP（※）資格支援制度」
を制定し、AFP認定者をより輩出してまいります。

③ デジタル戦略の強化
　当社は、デジタル戦略を強化し、顧客データの戦略的活用、財務・会計との連携強化を図るべく、
基幹システムの改良を行ってまいりました。合流いただく会社やパートナーとのシナジー効果等を発
揮できるよう、今後においても更なる改良を重ね、より一層の生産性向上を図ります。現在、既存の
お客様に展開している保険診断アプリ「ほけチョイス」の活用範囲拡大及び更なる改良を通じて、損
害保険から生命保険へのクロスセルを促進してまいります。そして、Web等を活用したオンライン
商談（非対面募集）や募集人とのWeb面談による活動管理、E-Learningシステム等を活用した教育
を推進して非対面ならではの利便性を追求した営業活動の変革を図ります。
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④ システムリスクへの対応
　当社は生産性向上の観点より当社基幹システムの改修によるレベルアップを通じて、データベー
ス・マーケティングによる営業活動を推進することとしておりますが、当社が保有する顧客情報の保
護のためにシステムの安全性の確保と強化は重要な課題です。当社は、世界的にセキュリティレベル
に定評のあるアマゾンウェブサービス（AWS）を利用して顧客情報を管理しておりますが、不正ア
クセス等のサイバー攻撃が想定されるリスクは完全にゼロにすることはできないとの認識のもと、各
種のセキュリティ対策を実施するとともに定期的な運用の見直しを行っております。

⑤ 事業承継マーケットの競争への対応
　昨今、保険代理店をめぐる統廃合の動きは加速しており、業界他社と、事業承継ビジネスにおいて
競合するケースが一定程度発生しています。当社は、「保険代理店支援プラットフォーム」の強みで
ある強力なサポート体制を構築して事業承継を展開しておりますが、競争環境において、業界他社を
上回る成長を実現するために、「保険代理店支援プラットフォーム」の更なる体制強化に加え、合流
候補代理店へ訴求できるような企業ブランディングの強化に取り組んでまいります。

⑥ 財務上の課題
　当社は、主として株式取得資金のほか運転資金の充実化を目的とした金融機関から借り入れはある
ものの、基本的に自己資金及び営業キャッシュ・フローによる安定的な財務基盤を確保しておりま
す。今後も成長戦略の展開に伴い、内部留保の確保と営業キャッシュ・フローの改善等により財務体
質を強化するとともに、株式市場からの必要な資金の確保と、金融機関からの融資等により多様な資
金調達を図ってまいります。

※　AFP・・・Affiliated Financial Plannerの略で、日本FP協会が認定するファイナンシャル
プランナーの国内民間資格のことを指します。

事 業 区 分 事 業 内 容

国 内 事 業 日本国内における保険代理店業

海 外 事 業 海外における保険ブローカー業

主要な事業内容（2024年12月31日現在）

本 社 東京都新宿区
本 社 営 業 部 東京都新宿区
東 京 東 支 店 東京都墨田区
本 社 営 業 部 　 春 日 部 支 社 埼玉県春日部市
川 崎 支 店 神奈川県川崎市中原区
茨 城 支 店 茨城県水戸市
神 奈 川 北 支 店 神奈川県相模原市中央区
神 奈 川 支 店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
東 京 北 支 店 東京都豊島区
東 京 西 支 店 東京都立川市
愛 知 支 店 愛知県名古屋市中区
大 阪 支 店 大阪府吹田市

主要な事業所（2024年12月31日現在）
① 当社
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札 幌 支 店 北海道札幌市中央区
仙 台 支 店 宮城県仙台市若林区
仙 台 支 店 　 福 島 支 社 福島県福島市
宮 城 北 支 店 宮城県登米市
別 大 支 店 大分県大分市
別 大 支 店 　 愛 媛 支 社 愛媛県松山市
別 大 支 店 　 中 津 支 社 大分県中津市
別 大 支 店 　 日 田 支 社 大分県日田市
鹿 児 島 支 店 鹿児島県鹿児島市

本 社 東京都千代田区
札 幌 支 社 北海道札幌市中央区
札 幌 第 一 支 社 北海道札幌市中央区
札 幌 第 二 支 社 北海道札幌市北区
旭 川 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 北海道旭川市
仙 台 支 社 宮城県仙台市青葉区
首 都 圏 第 一 支 社 東京都品川区
首 都 圏 第 二 支 社 埼玉県さいたま市大宮区
東 京 第 一 支 社 東京都品川区
宇 都 宮 支 社 栃木県宇都宮市
高 崎 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 群馬県高崎市
船 橋 支 社 千葉県船橋市
神 田 支 社 東京都千代田区
横 浜 支 社 神奈川県横浜市中区
横 浜 馬 車 道 支 社 神奈川県横浜市中区
長 岡 支 社 新潟県長岡市
新 潟 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 新潟県新潟市東区
金 沢 支 社 石川県金沢市
福 井 支 社 福井県福井市
静 岡 支 社 静岡県静岡市葵区
浜 松 支 社 静岡県浜松市中央区
名 古 屋 支 社 愛知県名古屋市中区
名 古 屋 第 一 支 社 愛知県名古屋市西区
名 古 屋 第 二 支 社 愛知県名古屋市中村区
岐 阜 支 社 岐阜県岐阜市
京 都 支 社 京都府京都市下京区
奈 良 支 社 奈良県奈良市
近 畿 第 一 支 社 大阪府吹田市
関 西 支 社 大阪府大阪市淀川区
大 阪 支 社 大阪府大阪市淀川区
大 阪 北 支 社 大阪府大阪市淀川区
梅 田 支 社 大阪府大阪市北区
芦 屋 支 社 兵庫県芦屋市
神 戸 支 社 兵庫県神戸市中央区

②ファイナンシャル・ジャパン株式会社
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姫 路 支 社 兵庫県姫路市
岡 山 支 社 岡山県岡山市北区
岡山第一サテライトオフィス 岡山県岡山市北区
倉 敷 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス 岡山県倉敷市
福 山 支 社 広島県福山市
広 島 支 社 広島県広島市中区
山 口 支 社 山口県山口市
高 松 支 社 香川県高松市
新 居 浜 支 社 愛媛県新居浜市
松 山 支 社 愛媛県松山市
高 知 支 社 高知県高知市
四 万 十 支 社 高知県四万十市
福 岡 支 社 福岡県福岡市中央区
佐 賀 支 社 佐賀県佐賀市
長 崎 支 社 長崎県長崎市
大 分 支 社 大分県大分市
熊 本 支 社 熊本県熊本市北区
鹿 児 島 支 社 鹿児島県鹿児島市
沖 縄 支 社 沖縄県那覇市

株式会社保険ショップエージェント 熊本県熊本市

Agent America,  Inc. 米国カリフォルニア州トーランス、カリフォルニア州サンノゼ、テキサス州
フリスコ、ジョージア州マリエッタ

③その他子会社

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

国 内 事 業 261 （1,096）名 113名増 （778名増）

海 外 事 業 11 （5） 4名増 （3名増）

合 計 272 （1,101） 117名増 （781名増）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

141（342）名 3名減（26名増） 38.4歳 5.6年

使用人の状況（2024年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１.　使用人数は就業員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルー
プへの出向者を含む。委任型・雇用型の執行役員を含む）であり、臨時雇用者数（嘱託社員、パートタイマー社
員、パートナー社員、契約社員）は最近１年間の平均人員を（　）に外数で記載しております。
２.　使用人数が前連結会計年度末と比べて117名増加しましたのは、2024年４月１日付でファイナンシャル・
ジャパン株式会社を連結子会社化したことが主な理由です。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへ
の出向者を含む。委任型・雇用型の執行役員を含む）であり、臨時雇用者数（嘱託社員、パートタイマー社員、
パートナー社員）は最近１年間の平均人員を（　）に外数で記載しております。
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主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,039,708千円

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 150,000千円

主要な借入先の状況（2024年12月31日現在）

その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

① 発行可能株式総数 7,864,000株
② 発行済株式の総数 2,323,000株 (自己株式152株を含む）
③ 株主数 524名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 791,500株 34.07％

株 式 会 社 ザ ・ フ ァ ー ス ト ド ア 455,600 19.61

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 196,000 8.44

宮 脇 邦 人 87,000 3.75

川 野 潤 子 66,650 2.87

株 式 会 社 Ｍ Ｆ Ｔ ｒ ｕ ｓ ｔ Ｌ ｅ ａ ｄ 58,000 2.50

伊 藤 真 吾 50,000 2.15

一 戸 敏 44,400 1.91

髙 橋 真 喜 子 35,500 1.53

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 35,000 1.51

会社の現況
株式の状況（2024年12月31日現在）

④ 大株主

（注）１．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
　　　２．持株比率は、小数点第３位以下を四捨五入して記載しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　該当事項はありません。

⑥ その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 8 －



2025/02/28 16:02:39 / 24164651_株式会社エージェント・インシュアランス・グループ_招集通知

新株予約権等の状況

第４回新株予約権

発行決議日 2024年３月27日

新株予約権の数 1,249  個
新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　　124,900  株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり　　144,500  円
（１株当たり　1,445  円）

権利行使期間 2026年４月12日から
2034年３月27日まで

行使の条件 （注）２

役 員 の
保 有 状 況

（注）１
取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数　　420  個

目的となる株式数　42,000  株

保有者数　　　　　　２  名

新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権の状

況

（注）１．社外取締役（監査等委員である社外取締役を含みます。）には新株予約権を付与しておりま
せん。

　　　２．新株予約権の行使の条件
　　　（１）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役（監

査等委員である取締役を含む。）、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了に
よる退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

　　　（２）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
　　　（３）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総

数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
　　　（４）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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新株予約権等の状況

第４回新株予約権

発行決議日 2024年３月27日

新株予約権の数 1,249  個

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式　　124,900  株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新株予約権の行使に際して出資される財産の
価額

新株予約権１個当たり　　144,500  円
（１株当たり　1,445  円）

権利行使期間 2026年４月12日から
2034年３月27日まで

行使の条件 （注）２

使 用 人 等 へ の
交 付 状 況

（注）１

当社使用人

新株予約権の数　　456  個

目的となる株式数　45,600  株

交付対象者数　　　　　36  名

子会社の役員
及び使用人

新株予約権の数　　373  個

目的となる株式数　37,300  株

交付対象者数　　　　　　３  名

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

（注）１．当社子会社の取締役を兼任している当社使用人２名については、子会社の役員及び使用人と
して記載しております。

　　　２．新株予約権の行使の条件
　　　（１）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役（監

査等委員である取締役を含む。）、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了に
よる退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

　　　（２）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
　　　（３）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総

数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
　　　（４）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

③ その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

重 要 な 兼 職 の 状 況

社外取締役 栗 原 喜 子

篠崎綜合法律事務所　弁護士
林糖尿病内科クリニック治験審査委員会　審査委員
東京簡易裁判所　民事調停委員
関東弁護士会連合会　地域司法充実推進委員会委員

社外取締役 渡 邊 徳 人

株式会社サニーサイドアップグループ　代表取締役副社長
株式会社クムナムエンターテインメント　代表取締役
SUNNY SIDE UP KOREA,INC　代表取締役
株式会社フライパン　代表取締役会長
株式会社ステディスタディ　代表取締役
株式会社エアサイド　取締役
株式会社キャラット　社外取締役
WIA税理士法人　税理士

社外取締役
（常勤監査等委員） 長 島 芳 明 株式会社保険ショップエージェント　監査役

社外取締役
（監査等委員） 橘 内 　 進

橘内公認会計士事務所　代表
Asia Alliance Partner Co., Ltd.　代表取締役
加賀電子株式会社　監査役

社外取締役
（監査等委員） 二 木 洋 美

NR虎ノ門法律事務所　弁護士
NPO法人きずなメール　理事
NPO法人Fine　監事

会社役員の状況
責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項の規定により、非業務執行取締役との間で、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社
法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ております。当該保険により、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求
された場合の法律上の損害賠償金及び訴訟費用が補償されます（株主代表訴訟の場合を含む）。被保
険者が違法に利益又は便宜を得た場合や、犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則若しくは取
締法規に違反することを認識しながら行った行為については免責となります。
　当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社国内子会社の取締役（監査等委員である
取締役を含む）、監査役及び執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が
負担しております。

社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

（注）その他の重要な兼職先と当社の間には、特別な関係はありません。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役 栗 原 喜 子

　当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席しまし
た。弁護士として法律に関する専門的な知識及び実務経験等を有
しており、それらを活かして独立した客観的な立場から経営の監
督機能の強化に資することを期待しております。関連法令と社内
規程との抵触の問題、内部統制やリスク管理体制の整備、関連当
事者との間の利益相反の管理等について、問題提起を行い事実関
係について説明を求めるなどして、適法性の確認や、問題がある
場合にはその旨を指摘する役割を担う等、当社の適切なガバナン
ス体制・リスク管理体制の整備等に寄与し、取締役会において、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行
っております。
　また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催され
た委員会２回すべてに出席し、当社の役員候補者の選定や役員報
酬等の決定過程における監督機能を担っております。
　さらに、全監査等委員との面談を行う中で、取締役会の実効
性・公平性及び適正性を高めるための発言を行っております。

社外取締役 渡 邊 徳 人

　当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席しまし
た。税理士等としての税務、財務及び会計に関する高い見識・専
門性と豊富な経験、及び上場会社の代表取締役としてガバナンス
体制を自ら牽引して構築してきた経験を有しており、それらを活
かして独立した客観的な立場から当社のより一層のガバナンス強
化に資することを期待しております。上場会社に求められる適切
なガバナンス体制を構築するうえで有用な助言を行う等、当社の
適切なガバナンス体制・リスク管理体制の整備等に寄与し、取締
役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための発言を行っております。
　また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催さ
れた委員会２回すべてに出席し、本委員会の議事進行を行うとと
もに、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における
監督機能を主導しております。
　さらに、全監査等委員との面談を行う中で、取締役会の実効
性・公平性及び適正性を高めるための発言を行っております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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会社役員の状況、会計監査人の状況

出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役
（常勤監査等委員） 長 島 芳 明

　当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席しまし
た。長年にわたり記者、編集者として数多くの企業の取材・調査
を行ってきた経験により、企業のマネジメント、コンプライアン
ス、財務、会計、人事に関する豊富な知識を有しており、それら
を活かして業務執行から独立した客観的な立場で社外取締役（常
勤監査等委員）として監査体制の強化や専門的な見地から適宜助
言等を行っております。
　当事業年度において開催された監査等委員会15回のすべてに出
席いたしました。監査結果についての意見交換等、専門的見地か
ら適宜、必要な発言を行っております。また、常勤監査等委員と
して当社全部門への往査を実施するとともに、社内重要会議への
出席、稟議書類の査閲、交際費費消状況監査を都度行い、それら
の結果について、毎月開催する監査等委員会において報告・共有
を行っているほか、代表取締役社長との面談を月１回、取締役(社
外取締役を含む)との面談も不定期で行っております。期末監査に
ついては、計算書類の監査を行うとともに、業務監査、内部統制
監査の結果を監査報告としてまとめ、監査等委員会にて審議・決
議しております。さらに、監査の質的向上を図る為、監査等委
員・内部監査部・会計監査人との三様監査ミーティングを四半期
に１回行っております。
　取締役会では、監査等委員会での審議・決議内容の報告を行っ
ているほか、取締役会でのその他の決議事項についても積極的に
発言を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を行っております。
　また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催され
た委員会２回すべてに出席し、当社の役員候補者の選定や役員報
酬等の決定過程における監督機能を担っております。常勤監査等
委員として、役員の指名・報酬に関する事項について監査等委員
会と業務執行側との意見交換並びに監査等委員会としての意見形
成に寄与し、役員の指名・報酬に関する監督機能の強化に資する
役割も担っております。
　さらに、監査等委員でない取締役と全監査等委員の面談を行う
中で、取締役会の実効性・公平性及び適正性を高めるための発言
を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 橘 内 　 進

　当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席しまし
た。公認会計士として専門的な知識及び実務経験等と、上場会社
の社外監査役としての経験を有しており、それらを活かして業務
執行から独立した客観的な立場から社外取締役 監査等委員として
監査体制の強化や専門的な見地から適宜助言等を行うことを期待
しております。特に、上場会社のコーポレート・ガバナンス、財
務会計、グローバルの分野においては、他の取締役の意思決定や
監査等委員の監査等の補助・参考になるような情報提供やアドバ
イスの役割を期待しております。取締役会での当社の四半期及び
月次の決算報告や当社のガバナンス体制に対して適宜助言等を行
っております。当社の適切なガバナンス体制・リスク管理体制の
整備等に寄与しており、取締役会において、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
　当事業年度において開催された監査等委員会15回のすべてに出
席いたしました。監査結果についての意見交換等、専門的見地か
ら適宜、必要な発言を行っております。また、監査の質的向上を
図る為、監査等委員・内部監査部・会計監査人との三様監査ミー
ティングを四半期に１回行っております。
　さらに、監査等委員でない取締役と全監査等委員の面談を行う
中で、取締役会の実効性・公平性及び適正性を高めるための発言
を行っております。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役
（監査等委員） 二 木 洋 美

　2024年３月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会
13回のすべてに出席しました。法律の専門家としての豊富な経験
と高い見識を有し、一般民事、金融会社の法務コンプライアンス
対応を含む企業法務等の専門性の高い分野の案件を多く扱ってき
たご経験と、外国人ローヤリングネットワークに所属し、渉外案
件を多数対応している弁護士としてのグローバルな見地から、取
締役会や監査等委員会のみならず折々での有益な意見陳述に期待
すると同時に、長島常勤監査等委員の監査報告等に適宜助言を行
うことを期待しております。当社の適切なガバナンス体制・リス
ク管理体制の整備等に寄与しており、取締役会において、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行ってお
ります。
　また、2024年３月27日就任以降、当事業年度において開催さ
れた監査等委員会10回のすべてに出席いたしました。監査結果に
ついての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行って
おります。また、監査の質的向上を図る為、監査等委員・内部監
査部・会計監査人との三様監査ミーティングを四半期に１回行っ
ております。
　さらに、監査等委員会の他に、監査等委員でない取締役と全監
査等委員の面談を行う中で、取締役会の実効性・公平性及び適正
性を高めるための発言を行っております。

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 37,175千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 46,175

会計監査人の状況
① 名称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報
酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をい
たしました。

③ 非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である「デューデリジ
ェンス調査対応業務」についての対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査
等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等
委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を
報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、剰余金の配当等の決定に関する方針

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を
確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制及び損失の危
険の管理に関する規程その他の体制
イ. 当社は、原則として月１回開催される取締役会において、当社における重要な経営課題について
意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する。また、常勤取締役・常勤監査等委
員・上級執行役員・執行役員・国内子会社取締役社長で構成されるイノベーション会議を設置
し、経営方針、経営戦略及び経営上の重要な案件等についての検討・審議を行う。さらに、取締
役の報酬や候補者の指名等については、取締役及び独立性を有する社外役員である委員３名以上
で構成される指名・報酬委員会における助言・提言を得ることで、経営の客観性・透明性を確保
する。

ロ. 当社におけるコンプライアンス体制の基盤となる「リスクマネジメント・コンプライアンス規
程」を定め、職務の執行に当たっては法令及び定款とともにこれを遵守することを徹底する。

ハ. 使用人を含む役職員が、職務を遂行するに当たり「リスクマネジメント・コンプライアンス規
程」を遵守し、また「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に違反する行為を未然に防
ぎ、是正するため、「内部通報規程」に基づく通報窓口を設ける。当該通報窓口につき、通報者
の匿名性を確保するとともに、通報を行ったことを理由とした通報者への不利益な扱いを禁ず
る。

ニ. 定期的にコンプライアンス研修を実施し、法令、定款及び各種規程の遵守並びに浸透を図る。遵
守のための確認・監視等の体制を整備するとともに行動規範の徹底を図り、厳正な職務の執行を
確保する。

ホ. 適切なリスク管理を行うため、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を策定し、当該
規程によりリスク管理に関する方針及び体制を定める。

へ. 当社全体の横断的なコンプライアンス体制の整備・強化及び問題点の把握に努めること、又会社
全体におけるリスク管理体制の整備及び見直し、リスク情報の集約並びに災害等の不測の事態が
生じた場合の危機管理対策を目的として、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、委員長は
代表取締役社長とする。

② 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 事業活動に際し当社全体における意思統一を図るため、取締役会において短期、中期若しくは長
期の経営計画を策定し、当該経営計画に基づき各部門における目標及び予算等を設定する。

ロ. 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等に
基づき、各取締役の職務分掌権限を定め、さらに必要に応じ職務権限を委譲する。

ハ. 職務執行のより一層の迅速化・効率化を図るため必要と認められる場合には、その内容が定款変
更に関わる場合を除き、取締役会規則に基づく組織機構の変更を行うことができる。

③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社における取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき、適切に保存
及び管理を行い、また、必要に応じ閲覧が可能となるようにする。

④ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　当社は、子会社に対し、重要事項について当社へ報告し承認を求めさせるとともに、当社と定
期的に経営管理情報、危機管理情報の共有を図りながら、業務執行の適正を確保する体制を整備
させる。

ロ. 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社で策定した「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」の適用範囲に基づき、子会社
におけるリスク管理体制を構築し、その有効性について定期的にレビューを行う。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、剰余金の配当等の決定に関する方針

ハ. 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、子会社に対し、連結ベースにて経営計画を策定させ、当該経営計画の達成のため子会
社の経営指導にあたる。

ニ. 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
　当社は、子会社に対し、原則として取締役及び監査等委員を派遣し、当該取締役及び監査等委
員が子会社における職務執行の監督・監査を行うことにより、子会社における取締役等及び使用
人の職務執行が法令及び定款に適合するように努める。また、子会社の業務活動全般も当社の内
部監査部による内部監査の対象とする。

⑤ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
　監査等委員会は、職務の実効性を高めるため常勤の監査等委員を置く。
また、監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と取締役
会が協議の上、補助する使用人を置く。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立
性に関する事項
　監査等委員会は監査等委員でない取締役から独立した組織とする。監査等委員会の職務を補助す
る使用人の人事異動及び人事考課については事前に監査等委員会の意見を聴取し、同意を得るなど
の方法により、業務執行者からの独立性を確保するものとする。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に従い、職務を遂行し、適
切な監査が行われるよう努める。

⑧ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
　取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実
施状況、内部通報制度を利用した通報の状況及びその内容、その他監査等委員会がその職務遂行上
報告を受ける必要があると判断した事項について、速やかに報告、情報提供を行うものとする。
また、当社の子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者も、当社の監査等委員
会に対して、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度を利用した通
報の状況及びその内容、その他監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した
事項については、速やかに報告、情報提供を行うものとする。
当社は、本項目に定める報告等が行われたことを理由として、当該報告等を行った者をいかなる意
味においても不利益に取り扱わないものとする。

⑨ 監査等委員である取締役の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）につい
て生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に
係る方針に関する事項
　当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに
限る。）上必要と認める費用について、前払又は償還等の請求をしたときは、監査等委員である取
締役の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）に必要でないと認められた
場合を除いて、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員である取締役は、必要に応じて、イノベーション会議等の重要な会議に出席すること
により、当社の財務状態、事業の状況、法令遵守状況等を自ら確認することができる。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、剰余金の配当等の決定に関する方針

⑪ 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ. 適正な財務報告を確保するため、信頼性のある計算書類の作成に必要となる組織の構築及び人財
の確保・配置を行う。

ロ. 財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクを低減させるため、権限及び職務分掌の明確
化並びに関連規程及び関連マニュアル等の整備に取り組む。

⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置
イ. 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力によ
る被害を防止するため、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言する。

ロ. 反社会的勢力に対しては、警察及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るもの
とし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①コンプライアンスに対する取り組み、コンプライアンス体制
　リスク・コンプライアンス委員会を隔月開催するとともに、当事業年度は当社グループの社員を対象
にして、法令遵守に向けた研修を実施いたしました。また、「リスクマネジメント・コンプライアンス
規程」を制定して意識向上を図るとともに、他者を介在せず、匿名で通報できる体制として「内部通報
規程」を制定し、コンプライアンス違反の未然防止にも努めております。
②リスク管理体制、リスク管理に関する取り組み
　リスク・コンプライアンス委員会を隔月開催し、当社グループの様々なリスクについて分析・対応を
検討するとともに、予見される各リスクに対して、予め定められた各担当部署がそれぞれリスク低減に
努めてまいりました。また、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を制定して業務上でのリ
スク対応方法を明確にし、リスクマネジメント体制の強化を図っております。
③子会社における業務の適正の確保
　「子会社管理規程」を制定のうえ運用し、子会社における業務の適正を確保する仕組みを定めており
ます。また、「内部監査規程」に基づき、当事業年度は内部監査部における当社内部監査を全拠点、子
会社への監査を３社に対し実施いたしました。定期的な内部監査並びに継続的な業務改善指導を行いつ
つ、監査等委員監査と連携することにより、法令・定款並びに社内規則遵守の更なる運用徹底を図って
おります。
④監査等委員監査の実効性確保、監査等委員の管理体制
　当事業年度は、監査等委員会を15回開催し、取締役会での審議内容につき検証いたしました。ま
た、監査等委員・内部監査部と会計監査人との会合を、四半期毎に開催いたしました。監査等委員はそ
れぞれ外部機関から情報収集に努めるとともに、常勤監査等委員は子会社の監査役を兼務するなど、グ
ループ内業務監査の実効性確保に努めました。

剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元策を重要な経営課題の一つであると認識しており、企業体質の強化と
将来の事業展開のために内部留保を確保しつつ、適正な利益配分を実施することを基本方針としており
ます。
将来的には、財政状態及び経営成績等を勘案して、各期の株主に対する利益還元策を決定していく予
定でありますが、内部留保の充実を図り財務体質の強化と事業拡大のための投資等を実施し一層の事業
拡大や競争力の維持・強化を目指すことが、株主に対する最大の利益還元策となると考えており、当事
業年度においては配当を実施いたしませんでした。当社は今後もグループ全体の業績を向上させること
により、配当実施を含めた検討を行い、株主還元・利益配分を将来にわたり着実に増加させる努力を継
続し、株主価値向上を目指します。
　内部留保資金につきましては、今後の事業拡大や事業効率化のための投資、優秀な人財の確保や育成
投資等の中長期的投資に充当し、企業価値の増大に努める方針です。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア
顧 客 関 連 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
長 期 前 払 費 用
長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

3,458,737
2,015,669
1,281,950
138,426
31,126
△8,435

1,749,610
113,123
75,362
9,244
13,497
642

13,968
408

1,252,304
864,895
97,995
286,835
2,578

384,182
378
31

19,559
625

112,955
242,511
8,621
△500　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 2,937,660

１年内返済予定の長期借入金 232,892
リ ー ス 債 務 11,259
営 業 未 払 金 1,675,455
未 払 費 用 69,503
未 払 法 人 税 等 118,292
未 払 消 費 税 等 130,233
預 り 金 264,612
代理店手数料返金負債 339,700
賞 与 引 当 金 87,032
移 転 損 失 引 当 金 2,117
資 産 除 去 債 務 5,760
そ の 他 799

固 定 負 債 962,112
長 期 借 入 金 956,816
リ ー ス 債 務 5,296

負 債 合 計 3,899,772
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,238,482
資 本 金 336,364
資 本 剰 余 金 245,848
利 益 剰 余 金 656,481
自 己 株 式 △212

その他の包括利益累計額 42,590
その他有価証券評価差額金 206
為 替 換 算 調 整 勘 定 42,383

新 株 予 約 権 27,503
純 資 産 合 計 1,308,575

資 産 合 計 5,208,348 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,208,348

連 結 貸 借 対 照 表
（2024年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで)

科 目 金 額
営 業 収 益 8,161,281
営 業 費 用 8,018,267
営 業 利 益 143,014
営 業 外 収 益

受 取 利 息 195
受 取 配 当 金 773
受 取 保 険 金 448
受 取 補 償 金 2,640
そ の 他 1,157 5,215

営 業 外 費 用
支 払 利 息 12,521
支 払 手 数 料 1,928
そ の 他 227 14,677

経 常 利 益 133,551
特 別 損 失

移 転 損 失 引 当 金 繰 入 額 2,117
減 損 損 失 5,517
そ の 他 639 8,274

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 125,277
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 121,052
法 人 税 等 調 整 額 △49,130 71,922
当 期 純 利 益 53,355
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 53,355

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 336,364 245,848 603,125 △140 1,185,198
当 期 変 動 額
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 53,355 53,355

自 己 株 式 の 取 得 △71 △71
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 53,355 △71 53,283
当 期 末 残 高 336,364 245,848 656,481 △212 1,238,482

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 － 24,578 24,578 － 1,209,776
当 期 変 動 額
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 53,355

自 己 株 式 の 取 得 △71
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 （ 純 額 ） 206 17,805 18,012 27,503 45,515

当 期 変 動 額 合 計 206 17,805 18,012 27,503 98,799
当 期 末 残 高 206 42,383 42,590 27,503 1,308,575

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

建物 ３～39年
車両運搬具 ２～５年
工具、器具及び備品 ２～18年

連　結　注　記　表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

・連結子会社の数　３社
・連結子会社の名称

ファイナンシャル・ジャパン株式会社
株式会社保険ショップエージェント
Agent America, Inc.

　当連結会計年度より、新たに株式を取得したファイナンシャル・ジャパン株式会社を連結の範囲
に含めております。

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、ファイナンシャル・ジャパン株式会社の決算日は１月31日であります。
　連結計算書類の作成にあたっては、ファイナンシャル・ジャパン株式会社は10月31日現在で実施し
た仮決算に基づく計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上の必要
な調整を行っております。
　その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を

採用しております。
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）及
び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
　また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
ａ. ソフトウエア

　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づい
ております。

ｂ. 顧客関連資産
　当社及び国内連結子会社が中小保険代理店の事業承継の際に中小保険代理店が管理する保険契
約に係る保険代理店としての地位を一括で承継することにより取得した顧客関連資産について
は、その対価の算定根拠となった将来の収益獲得見込期間（９年～15年）に基づく定額法を採
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用しております。
ハ. リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額については、リース契約上の残価保証の取決めがあるも
のは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上し
ております。
移転損失引当金
　事務所移転に係る損失に備えるため、当連結会計年度末における損失見込額を計上しておりま
す。

④ 収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、すなわち、保険代
理店事業に係る保険会社との契約における当社グループの履行義務を、保険契約の取次を行う義務
と、取り次いだ保険契約の保全を行う義務として識別した上で、それぞれが充足されたと認められる
時点で収益を認識しております。
　これにより、代理店手数料売上高は顧客との契約における履行義務が充足した契約から獲得され
る、代理店手数料の金額を営業収益として計上しております。なお、保険契約の解約等に伴い発生す
ると見込まれる代理店手数料の予想返金額については営業収益から控除し、代理店手数料返金負債を
計上しております。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
　当社及び一部の国内連結子会社は、確定拠出年金制度を導入しております。退職給付に係る費用
は、拠出した時点で費用として認識しております。

⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用は、連結決算日の直物為替
相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しておりま
す。

⑦ のれんの償却方法及び償却期間
　のれんについては、15年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却を行っております。
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科目名 金額（千円）
のれん（ファイナンシャル・ジャパン株式会社） 864,895

有形固定資産の減価償却累計額 72,606千円
有形固定資産の減損損失累計額 1,315千円

当 連 結 会 計 年 度
期 首 株 式 数 （ 株 ）

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 （ 株 ）

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 （ 株 ）

当 連 結 会 計 年 度 末
株 式 数 （ 株 ）

発 行 済 株 式

普 通 株 式 2,323,000 － － 2,323,000

合 計 2,323,000 － － 2,323,000

２. 会計上の見積りに関する注記
（のれんの評価）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当該のれんはファイナンシャル・ジャパン株式会社を取得した際に生じたものであり、ファイナンシャ
ル・ジャパン株式会社の事業計画を基礎として決定された株式の取得価額と取得時のファイナンシャル・ジ
ャパン株式会社の純資産の差額を超過収益力として連結貸借対照表に計上しております。なお、当該事業計
画の策定においては、将来の代理店手数料売上高の成長率の見積りについて、経営者の判断を伴う主要な仮
定を含んでおります。
　のれんについては、事業計画の達成状況等を評価することにより減損の兆候を把握しており、当連結会計
年度においては減損の兆候はないと判断しております。
　当該見積りについては将来の不確実な経済環境の変動等の影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度の
連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

３. 連結貸借対照表に関する注記

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
発行済株式の種類及び総数に関する事項

５. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループの資金運用については、事業投資計画等に照らして、必要な資金を主に銀行借入によ
り調達しております。また、余剰資金に関しては安全性の高い金融資産で運用しております。デリバ
ティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は、業務提携等に関連する株式であり、実質価額の変動リスクに晒されております。
　長期貸付金は、主に従業員に対するものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。
　敷金及び保証金は、主に建物賃貸借契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されてお
ります。
　営業債務である営業未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。
　借入金は、主に運転資金や企業買収等に係る資金調達を目的としたものであります。このうち、一
部は金利の変動リスクに晒されております。
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連結貸借対照表計上額
（千円） 時　　価（千円） 差　　額（千円）

(1) 投資有価証券 378 378 －

(2) 長期貸付金（1年内返済予
定のものを含む） 1,068 1,068 0

(3) 敷金及び保証金 112,955 111,468 △1,487

資産計 114,402 112,915 △1,486

(1) 長期借入金（1年内返済予
定のものを含む） 1,189,708 1,189,708 －

(2) リース債務（1年内返済予
定のものを含む） 16,556 16,537 △18

負債計 1,206,264 1,206,245 △18

（単位：千円）
区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 0

出資金 31

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、営業債権・長期貸付金・敷金及び保証金について、経営企画本部が主要な取引
先の状況を定期的に確認し、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化
等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社グループは、借入金利の変動リスクについて、定期的に市場金利の状況を把握する事により
管理しております。
　投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保有状況を継
続的に見直しております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき、経営企画本部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとと
もに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、当
社に準じて、同様の管理を行っております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しており、異なる前提条件によった場合、当該価
額が異なる場合があります。

⑤ 信用リスクの集中
　当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち32.2％が特定の大口顧客に対するもの
であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　当連結会計年度末における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。

（※１）現金は注記を省略しており、預金、売掛金、営業未払金、預り金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額
に近似することから、注記を省略しております。

（※２）市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 378 － － 378

資産計 378 － － 378

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期貸付金（1年内
返済予定のものを
含む）

－ 1,068 － 1,068

敷金及び保証金 － 111,468 － 111,468

資産計 － 112,537 － 112,537
長期借入金（1年内
返済予定のものを
含む）

－ 1,189,708 － 1,189,708

リース債務（1年内
返済予定のものを
含む）

－ 16,537 － 16,537

負債計 － 1,206,245 － 1,206,245

ベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格を用いて評価しており、活発な市場で取
引されていることからレベル１の時価に分類しております。
長期貸付金（1年内返済予定のものを含む）
　長期貸付金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の貸付を行った場合に想定される
利率で割り引いて算定しており、レベル２に分類しております。
敷金及び保証金
　敷金及び保証金の時価については、償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回り
で割り引いた現在価値によって算定しており、レベル２に分類しております。
長期借入金（1年内返済予定のものを含む）
　長期借入金の時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時
価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており、固定金利によるものは、元
利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、
レベル２に分類しております。
リース債務（1年内返済予定のものを含む）
　リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定
される利率で割り引いて算定しており、レベル２に分類しております。
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６. 収益認識に関する注記
　当社及び連結子会社は、保険代理店事業に係る保険会社との契約における保険契約の取次を行うこと及
び取り次いだ保険契約の保全を行うことを履行義務として識別しており、それぞれが充足されたと認めら
れる時点で収益を認識しております。それぞれの履行義務は、保険会社がその便益を享受した時点で充足
されます。具体的には、当社及び国内連結子会社は、毎月、原則として、保険会社からの入金を確認した
上で、保険会社から受領する代理店手数料の明細を基に代理店手数料売上高を計上しております。ただ
し、入金を確認出来ない場合には、保険会社から受領する代理店手数料の金額の通知を基に代理店手数料
売上高を計上しております。なお、保険代理店事業から生じる収益の内訳は、国内事業7,834,164千円、
海外事業327,116千円となります。

７. 企業結合等に関する注記
（取得による企業結合）

　当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、ファイナンシャル・ジャパン株式会社の発行済
株式の100％を取得して同社を子会社化することについて、基本合意書を締結することを決議し、同日
付にて基本合意書を締結いたしました。また、2024年３月28日付で株式譲渡契約を締結し、2024年
４月１日付で同社株式を取得して子会社化いたしました。

（1）企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　ファイナンシャル・ジャパン株式会社
事業の内容　　　　保険募集業務、銀行代理業務、金融仲介業務、各種コンサルティング業

②企業結合を行った主な理由
　ファイナンシャル・ジャパン株式会社は、2013年の創立以来、独自の戦略と企業文化により生
命保険を主軸とする総合保険代理店として着実な成長を遂げております。今回の株式取得により、
損害保険及び海外保険事業の基盤がある当社と一つのグループとして事業を展開することで、生命
保険・損害保険・海外保険ブローカーの３つの主軸を有する企業グループとなり、保険業界におい
て確固たる地位を築くことが可能になると考えています。グループ全体での事業シナジー、ノウハ
ウの共有等を促進することで、マーケットの更なる拡大や収益力の向上を図り、シナジー効果を最
大限に発揮することが可能になると判断し、この度同社の全株式を取得し子会社化することといた
しました。

③企業結合日
2024年４月30日（みなし取得日）

④企業結合の法的形式
株式取得

⑤結合後企業の名称
変更ありません。

⑥取得した議決権比率
100％

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

（2）連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
　2024年５月１日から2024年10月31日まで
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連結注記表

取得の対価　　現金 1,100,000千円
取得原価 1,100,000千円

アドバイザリー費用等  　20,453千円

流動資産 1,850,276千円
固定資産 309,391千円
資産合計 2,159,667千円

流動負債 1,922,603千円
固定負債 31,783千円
負債合計 1,954,386千円

営業収益 3,983,798千円
営業利益 385千円

１株当たり純資産額 551円51銭
１株当たり当期純利益 22円97銭

（3）被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

（4）主要な取得関連費用の内訳及び金額

（5）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額

894,719千円

②発生原因
　主として今後の事業展開により期待される超過収益力であります。

③償却方法及び償却期間
　15年間にわたる均等償却

（6）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

（7）企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算
書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

（概算額の算定方法）
　企業結合日が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の企業結合日まで(2023年11月
１日から2024年４月30日まで)の被取得企業の営業収益及び損益情報を基礎として影響の概算額を
算定しています。また、企業結合時に認識されたのれんが当連結会計年度の期首に発生したものと
して、影響の概算額を算定しています。
　なお、当該注記は監査証明を受けていません。

８. １株当たり情報に関する注記

9. 重要な後発事象に関する注記
（単独株式移転による持株会社への移行）

当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、2025年３月27日開催予定の当社定時株主総会
における承認等の所定の手続きを経た上で、2025年７月１日（予定）を効力発生日とする当社の単独
株式移転（以下「本株式移転」といいます。）により、持株会社（完全親会社）である「株式会社エー
ジェントIGホールディングス」（以下「持株会社」といいます。）を設立することを決議いたしまし
た。
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連結注記表

１．単独株式移転による持株会社体制への移行の背景・目的
当社は、「お客様の利益創出に最善を尽くす」という企業理念のもと、損害保険中心の保険代理店と

して、これまで593件の損害保険代理店のM&A及び事業承継を行い、規模を拡大してまいりました。
また、子会社であるAgent America, Inc. は、世界最大の保険マーケットを有する米国において、４拠
点を構え、米国においても保険ブローカーのM&A及び事業承継を推進しております。

2024年４月には、生命保険を主軸とする総合保険代理店を営むファイナンシャル・ジャパン株式会
社の全株式を取得し、生命保険・損害保険・海外保険ブローカーの３つの主軸を有する企業グループと
なり、大きな業界再編の流れに直面している保険業界において、確固たる地位を築くべく、盤石な経営
体制の構築、マーケットの拡大、そして利益率の高いイノベーティブな組織への変革を推進しておりま
す。

また、重要な成長戦略の一つとして「テクノロジーの活用」を掲げ、2025年１月には、システム開
発領域において30年以上に渡る実績と高い技術力を有する株式会社コスモアビリティを子会社化し、
デジタルを活用したお客様の利便性向上にも取り組んでおります。

上記のような事業展開を踏まえて、今後はより機動的かつ戦略的にM&A及び事業承継を行い、迅速
な意思決定のもと持続的成長と企業価値向上を実現できる企業体制へと進化を遂げる必要があると考
え、持株会社体制へ移行することが適切であると判断いたしました。

２．持株会社体制への移行手順
当社は、次に示す方法により、持株会社体制への移行を実施する予定です。

（１）ステップ１：単独株式移転による持株会社の設立
　2025年７月１日を効力発生日とする本株式移転により持株会社を設立することで、当社は持株会
社の完全子会社になります。

（２）ステップ２：持株会社設立後のグループ会社の再編
　本株式移転の効力発生後、持株会社体制への移行を完了するため、当社の子会社を持株会社が直接
保有する子会社として再編する予定です。なお、かかる再編の具体的な内容及び時期につきまして
は、決定次第お知らせいたします。
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会 社 名
株式会社エージェントＩＧ

ホールディングス
（完全親会社）

株式会社エージェント・
インシュアランス・グループ

（完全子会社）
株 式 移 転 比 率 1 1

定 時 株 主 総 会 基 準 日 2024年12月31日
株 式 移 転 計 画 承 認 取 締 役 会 2025年２月14日
株 式 移 転 計 画 承 認 定 時 株 主 総 会 2025年３月27日（予定）
当 社 株 式 上 場 廃 止 日 2025年６月27日（予定）
持 株 会 社 設 立 登 記 日 （ 効 力 発 生 日 ） 2025年７月１日（予定）
持 株 会 社 上 場 日 2025年７月１日（予定）

３．本株式移転の方法、本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）
（１）本株式移転の方法

　当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転です。

（２）本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）

①株式移転比率
　本株式移転により持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時における当社の株主
の皆様に対し、その保有する当社の普通株式１株につき設立する持株会社の普通株式１株を割当交付
いたします。
②単元株式数
　持株会社は、単元株制度を採用し、１単元の株式数を100株といたします。
③本株式移転により交付する新株式数（予定）
　普通株式2,322,848株（予定）
　上記新株式数は当社の発行済株式総数2,323,000株（2024年12月31日時点）に基づいて記載し
ております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、当社の発行済株式総数が変化した場合には、
持株会社が交付する上記新株式数は変動いたします。
　なお、当社は、本株式移転の効力発生日までに、現時点で保有し又は今後新たに取得する自己株式
のうち、実務上可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、当社が2024年12月31日時
点で保有する自己株式である普通株式152株については、上記算出において、新株式交付の対象から
除外しております。
　また、当社の株主の皆様から株式買取請求権の行使がなされた場合等、自己株式数が変動した場合
は、持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。

（３）本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
　当社が発行している新株予約権については、当該新株予約権の保有者に対し、その有する当社新株
予約権に代えて、当社の新株予約権と同等の内容の持株会社新株予約権を交付し、割り当てる方針で
す。
　なお、当社は、新株予約権付社債を発行しておりません。

（４）本株式移転の日程

４．株式移転に係る割当ての内容の算定根拠
（１）株式移転比率の算定根拠

　本株式移転は、当社単独による株式移転によって完全親会社１社を設立するものであり、本株式移
転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、株主の皆様に不利益や混乱を与
えないことを第一義として、株主の皆様が保有する当社の普通株式１株に対して持株会社の普通株式
１株を割り当てることといたします。

（２）第三者算定機関による算定結果、算定方法及び算定根拠
　上記（１）の理由により、第三者算定機関による算定は行っておりません。
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連結注記表

（１） 商 号 株式会社エージェントＩＧホールディングス
（２） 本 店 の 所 在 地 東京都新宿区市谷本村町３番29号
（３） 代 表 者 の 氏 名 代表取締役社長　一戸　敏
（４） 資 本 金 の 額 50百万円
（５） 純 資 産 の 額 未定
（６） 総 資 産 の 額 未定
（７） 事 業 の 内 容 グループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務

（３）持株会社の上場申請に関する事項
　当社は、新たに設立する持株会社の株式について、名古屋証券取引所メイン市場への新規上場（テ
クニカル上場）を申請する予定であり、上場日は2025年７月１日を予定しております。また、当社
は本株式移転により持株会社の完全子会社となりますので、持株会社の上場に先立ち、2025年６月
27日に名古屋証券取引所メイン市場を上場廃止となる予定であります。
　なお、上場廃止日につきましては、名古屋証券取引所の規則に基づき決定されるため、変更される
可能性があります。

５．本株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本
金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

６．会計処理の概要
本株式移転は、企業会計上の「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響はありません。な

お、本株式移転によるのれんは発生しない見込みです。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
顧 客 関 連 資 産
リ ー ス 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 前 払 費 用
長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

967,110
549,775
350,090
49,011
18,231

1,598,694
50,855
40,460
8,893
858
642

261,986
87,759
171,648
2,184
394

1,285,853
378

1,190,358
20

19,048
625

36,310
30,998
8,612
△500

　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 619,952

１年内返済予定の長期借入金 218,600
営 業 未 払 金 217,431
未 払 費 用 39,919
未 払 法 人 税 等 32,520
未 払 消 費 税 等 43,586
預 り 金 21,928
代理店手数料返金負債 42,484
移 転 損 失 引 当 金 280
そ の 他 3,201

固 定 負 債 944,950
長 期 借 入 金 944,950

負 債 合 計 1,564,902
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 973,192
資 本 金 336,364
資 本 剰 余 金 245,848
資 本 準 備 金 245,848

利 益 剰 余 金 391,191
そ の 他 利 益 剰 余 金 391,191
繰 越 利 益 剰 余 金 391,191

自 己 株 式 △212
評 価 ・ 換 算 差 額 等 206
その他有価証券評価差額金 206

新 株 予 約 権 27,503
純 資 産 合 計 1,000,902

資 産 合 計 2,565,804 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,565,804

貸　借　対　照　表
（2024年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで)

科 目 金 額
営 業 収 益 3,324,056
営 業 費 用 3,270,755
営 業 利 益 53,300
営 業 外 収 益

受 取 利 息 61
受 取 配 当 金 773
業 務 受 託 料 26,416
そ の 他 523 27,774

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11,344
支 払 手 数 料 1,928
そ の 他 220 13,492

経 常 利 益 67,582
特 別 損 失

減 損 損 失 5,517
そ の 他 619 6,136

税 引 前 当 期 純 利 益 61,446
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 33,162
法 人 税 等 調 整 額 △3,724 29,438
当 期 純 利 益 32,007

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他 利
益 剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計資 本

準 備 金
資 本
剰 余 金
合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 336,364 245,848 245,848 359,183 359,183 △140 941,256
当 期 変 動 額
当 期 純 利 益 32,007 32,007 32,007
自 己 株 式 の 取 得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － 32,007 32,007 △71 31,935
当 期 末 残 高 336,364 245,848 245,848 391,191 391,191 △212 973,192

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計そ の 他 有

価 証 券 評
価 差 額 金

評 価 ・ 換
算 差 額 等
合 計

当 期 首 残 高 － － － 941,256
当 期 変 動 額
当 期 純 利 益 32,007
自 己 株 式 の 取 得 △71
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 206 206 27,503 27,709

当 期 変 動 額 合 計 206 206 27,503 59,645
当 期 末 残 高 206 206 27,503 1,000,902

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物 ３～39年
車両運搬具 ２～5年
工具、器具及び備品 ２～10年

個　別　注　記　表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用
しております。
市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
　定率法を採用しております。（ただし、建物（建物附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備については、定額法を採用しています。）
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

・無形固定資産（リース資産を除く）
① ソフトウエア
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づいて
おります。
② 顧客関連資産
　当社が中小保険代理店の事業承継の際に中小保険代理店が管理する保険契約に係る保険代理店と
しての地位を一括で承継することにより取得した顧客関連資産については、その対価の算定根拠と
なった将来の収益獲得見込期間（９年～15年）に基づく定額法を採用しております。

・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額については、リース契約上の残価保証の取決めがあるものは
当該残価保証額とし、それ以外のものは零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準
・貸倒引当金
　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

・移転損失引当金
　事務所移転に係る損失に備えるため、当事業年度末における損失見込額を計上しております。
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個別注記表

科目名 金額（千円）
関係会社株式（ファイナンシャル・ジャパン株式会社） 1,120,453

(1) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額
　　有形固定資産の減価償却累計額 50,281千円
　　有形固定資産の減損損失累計額 1,315千円

　短期金銭債権 3,464千円

営業取引による取引高 21,813千円
営業取引以外の取引による取引高 26,400千円

(4) 収益及び費用の計上基準
　当社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、すなわち、保険代理店事業に係る保
険会社との契約における当社の履行義務を、保険契約の取次を行う義務と、取り次いだ保険契約の保全
を行う義務として識別した上で、それぞれが充足されたと認められる時点で収益を認識しております。
　これにより、代理店手数料売上高は顧客との契約における履行義務が充足した契約から獲得される、
代理店手数料の金額を営業収益として計上しております。なお、保険契約の解約等に伴い発生すると見
込まれる代理店手数料の予想返金額については営業収益から控除し、代理店手数料返金負債を計上して
おります。

２. 会計上の見積りに関する注記
（関係会社株式の評価）
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　関係会社株式であるファイナンシャル・ジャパン株式会社の株式は市場価格のない株式等であり、フ
ァイナンシャル・ジャパン株式会社の事業計画を基礎として決定された株式の取得価額をもって貸借対
照表計上額としております。なお、当該事業計画の策定においては、将来の代理店手数料売上高の成長
率の見積りについて、経営者の判断を伴う主要な仮定を含んでおります。
　当該株式の超過収益力を含む実質価額が取得価額と比べて著しく低下し、回復可能性が十分な証拠に
よって裏付けられない場合に減損処理を行うこととしております。
　当事業年度においては、当該株式の超過収益力を含む実質価額が著しく低下していないため、評価損
を認識しておりません。
　当該見積りについては将来の不確実な経済環境の変動等の影響を受ける可能性があり、翌事業年度の
計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

３. 貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

４. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
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個別注記表

当 事 業 年 度
期首株式数（株）

当 事 業 年 度
増加株式数（株）

当 事 業 年 度
減少株式数（株）

当 事 業 年 度 末
株 式 数 （ 株 ）

自 己 株 式

普 通 株 式 104 48 － 152

合 計 104 48 － 152

繰延税金資産
代理店手数料返金負債 13,008千円
未払事業税 3,944千円
一括償却資産 453千円
資産除去債務 10,816千円
その他 3,617千円
繰延税金資産小計 31,840千円
評価性引当額 △842千円
繰延税金資産合計 30,998千円

法定実効税率 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 4.0％
株式報酬費用 13.7％
住民税均等割 8.6％
賃上げ促進税制による税額控除 △8.7％
その他 △0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.9％

種 類 会社等の名称
又 は 氏 名

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子 会 社 株式会社保険ショ
ップエージェント 直接 100.0

（所有）
　

役員の兼任、従
業員の兼務・出
向等

経営管理、運営管
理に係る業務 26,400 未 収 入 金

立 替 金
2,420
32

子 会 社
ファイナンシャ
ル・ジャパン株式
会 社 直接 100.0

（所有）
　

債務被保証 当社銀行借入に対
する債務被保証 803,550 － －

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加48株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

６. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳

７. 関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）経営管理、運営管理に係る業務については、役務提供に対する費用等を勘案し決定しております。
　　　債務被保証については、保証料の支払は行っておりません。
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個別注記表

１株当たり純資産額 419円05銭
１株当たり当期純利益 13円78銭

８. 収益認識に関する注記
　連結注記表の「６．収益認識に関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
（単独株式移転による持株会社への移行）
　連結注記表の「９.　重要な後発事象に関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。
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連結会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 辰 巳 幸 久
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 山 卓 弥

独立監査人の監査報告書
2025年２月21日

株式会社エージェント・インシュアランス・グループ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エージェント・インシュアランス・グル
ープの2024年１月１日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社エージェント・インシュアランス・グループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 辰 巳 幸 久
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 山 卓 弥

独立監査人の監査報告書
2025年２月21日

株式会社エージェント・インシュアランス・グループ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エージェント・インシュアラン
ス・グループの2024年１月１日から2024年12月31日までの第24期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年１月１日から2024年12月31日までの第24期事業年度の取締役
の職務の執行を監査しました。その方法及び結果について以下のとおり報告します。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明す
るとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた「第24期監査等委員会監査方針・監査計画」に準拠し、監査の
方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門及びその他内部統制部門と連携し、情
報の収集及び監査の環境整備に努め、重要な会議等に出席し、取締役及び使用人等の決
裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必
要に応じて子会社から事業報告を求め、並びに子会社の業務及び財産の状況を調査しま
した。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 42 －
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査等委員
( 社 外 取 締 役 ) 長 島 芳 明 ㊞
監 査 等 委 員
( 社 外 取 締 役 ) 橘 内 　 進 ㊞
監 査 等 委 員
( 社 外 取 締 役 ) 二 木 洋 美 ㊞

2025年２月25日
株式会社エージェント・インシュアランス・グループ　監査等委員会

（注）１. 監査等委員全員は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役でありま
す。

以上
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吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表 

（次頁以降に添付のとおり） 

 

 



承継会社の成⽴の⽇における貸借対照表 

（単位：円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（資産の部）  （負債の部）  

固 定 資 産  負 債 合 計 − 

関 係 会 社 株 式 1,005,054,302 （純資産の部）  

  株 主 資 本  

  資 本 金 50,000,000 

  資 本 剰 余 金 909,362,614 

  資 本 準 備 金 12,500,000 

  その他資本剰余金 896,862,614 

  株 主 資 本 合 計 959,362,614 

  新 株 予 約 権 45,691,688 

  純 資 産 合 計 1,005,054,302 

資 産 合 計 1,005,054,302 負債・純資産合計 1,005,054,302 

 


